
 

船橋市移動販売支援事業補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、身近な商店の減少や高齢化等により、日常生活に必要な

食料品及び日用雑貨品等（以下「日用生活物資」という。）の買い物が困難な

状況に置かれた市民（以下「買い物弱者」という。）が居住する地域（以下「買

い物困難地域」という。）を主な対象として移動販売を行う事業者に対し、予

算の範囲内において船橋市移動販売支援事業補助金（以下「補助金」という。）

を交付することにより、買い物弱者が買い物する機会の確保を図ることを目

的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、「移動販売」とは、移動販売車（商品を販売するた

めの設備及び冷蔵機器を備え付けた車両をいう。）を使用し、市内各地域を

巡回して日用生活物資を販売することをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）

は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。ただし、第８号に掲げる要件

にあっては、市長が必要があると認める場合は、この限りでない。 

⑴ 市内に事務所又は事業所を有すること。 

⑵ 移動販売で取り扱う商品は、市内にある店舗で調達すること。 

⑶ 鮮魚、精肉及び青果物を全て移動販売で取り扱うこと。 

⑷ 市が指定する買い物困難地域で移動販売を行えること。 

⑸ 週５日以上、移動販売を行えること。 

⑹ 移動販売に係る関係法令を遵守すること。 

⑺ 補助金の交付決定を受けた初年度を含む５か年度以上継続して移動販売

を行えること。 

⑻ 船橋市税を滞納していないこと。 

２ 市長は、複数の補助対象者が補助金の交付を受けようとする場合にあって

は、別に定める手続きにより、適当と認める一の補助対象者を選考すること

ができる。 

（補助事業） 

第４条 補助事業は、前条に規定する補助対象者が実施する移動販売とする。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

補助事業に係る経費のうち、次に掲げるものとする。 



 

⑴ 移動販売車の取得に係る経費及び賃貸借料 

⑵ 備品購入費 

⑶ 人件費 

⑷ 広告宣伝費及び販売促進費 

⑸ その他市長が必要と認める経費 

２ 前項第３号に係る補助対象経費については、船橋市職員の初任給、昇格、

昇給等の基準を定める規則別表第６イに規定する技能職員の初任給に、補助

事業に従事した月数を乗じて得た額（１月に満たない月があるときは、当該

月については、日割計算とする。）を限度とする。 

３ 補助対象経費は消費税及び地方消費税相当額を減額した額とする。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の総額に２分の１を乗じて得た額（１，

０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とし、その額が２

００万円を超えるときは２００万円とする。ただし、補助事業に係る総支出

から総収入を減じた額を限度とする。 

（補助対象期間） 

第７条 補助金の交付を受けられる期間は、交付決定を受けた初年度を含む５

か年度以内とする。 

（交付の申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、船橋市移動販売支援事

業補助金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出

しなければならない。ただし、第５号に掲げる書類にあっては、市長が必要

がないと認める場合は、その添付を要しない。 

 ⑴ 事業計画書 

 ⑵ 収支予算書 

 ⑶ 移動販売ルート予定図及び運行予定表 

⑷ 補助対象経費の積算根拠となる資料 

 ⑸ 市税納付確認書 

 ⑹ その他市長が必要と認める書類 

（交付決定の通知） 

第９条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに船橋市移動販売支

援事業補助金交付決定通知書（第２号様式）により補助対象者に通知する。 

（計画変更等の承認申請） 

第１０条 前条の規定による補助金を交付する旨の決定の通知を受けた補助対



 

象者（以下「補助事業者」という。）が、次の各号のいずれかに該当する場合

は、船橋市移動販売支援事業補助金変更等承認申請書（第３号様式）により

市長に申請しなければならない。 

⑴ 補助事業の内容の変更又は補助に要する経費の配分の変更（市長の認める

軽微な変更を除く。）をするとき。 

⑵ 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

⑶ 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難と

なったとき。 

⑷ その他市長が必要と認めるとき。 

２ 市長は前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と

認められたときは、船橋市移動販売支援事業補助金変更等承認書（第４号様

式）により補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１１条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（当該事業を中止し、又は

廃止したときを含む。）は、当該事業の補助金の交付の決定を受けた日の属す

る年度の３月３１日までに船橋市移動販売支援事業補助金実績報告書（第５

号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 事業実績書 

 ⑵ 収支決算書 

 ⑶ 補助対象経費の支払を証明する書類の写し 

 ⑷ 写真等補助事業の実施状況が確認できる書類 

 ⑸ 日別及び販売場所別の利用実績表 

 ⑹ その他市長が必要と認める書類 

（額の確定等） 

第１２条 市長は、前条の規定による実績報告の内容を審査し、適正であると

認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を船橋市移動販売支

援事業補助金額確定通知書（第６号様式）により補助事業者に通知する。 

（交付の請求） 

第１３条 前条の規定による補助金の額を確定する旨の通知を受けた補助事業

者が、補助金の交付を受けようとするときは、船橋市移動販売支援事業補助

金交付請求書（第７号様式）により市長に請求しなければならない。 

（概算払） 

第１４条 市長は、特に必要があると認めたときは、補助金を概算払により交

付することができる。この場合において、概算払により交付できる額は船橋



 

市移動販売支援事業補助金交付決定通知書（第２号様式）に記載された補助

金の交付決定額を上限とする。 

２ 前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは船橋市移動販売支

援事業補助金概算払請求書（第８号様式）により市長に請求しなければなら

ない。 

（概算払の精算） 

第１５条 前条の規定により概算払による補助金の交付を受けた補助事業者が、

第１２条による通知を受けた時は、船橋市移動販売支援事業補助金概算払精

算書（第９号様式）により精算手続きを取るととともに、不足が生じた場合

にあっては不足額を請求し、残額が生じた場合にあってはこれを返納しなけ

ればならない。 

（交付決定の取消し） 

第１６条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助

金の交付決定を船橋市移動販売支援事業補助金交付決定取消通知書（第１０

号様式）により取消しを通知し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一

部の返還を船橋市移動販売支援事業補助金返還命令書（第１１号様式）によ

り命ずるものとする。 

⑴ 偽りその他不正の手段により補助金を受けたとき。 

⑵ 補助金を他の用途に使用したとき。 

⑶ この要綱の規定に違反したとき。 

（帳簿及び証拠書類の整備等） 

第１７条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿（以

下、「帳簿」という。）を備え、当該収入及び支出について証拠書類（以下、

「証拠書類」という。）を整備し、かつ、当該関係帳簿及び証拠書類を補助

金の交付を受けた日から１０年間保管しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助事業者は、補助事業により取得し又は効用

が増加した財産（以下「取得財産等」という。）がある場合にあっては、帳簿

及び証拠書類を補助事業が完了した日の属する年度の終了後、減価償却資産

の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に規定する取得

財産等の耐用年数と１０年間のうちいずれか長い期間が経過するまで保管し

なければならない。 

（帳簿及び証拠書類の調査等） 

第１８条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告を求め、

又は帳簿及び証拠書類を調査することができる。 



 

２ 前項の規定は、補助事業が完了した後においても、適用があるものとする。 

（財産の管理） 

第１９条 補助事業者は、取得財産等について、その台帳を設け、その保管状

況を明らかにしておかなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業が完了した後も取得財産等を善良なる管理者の注

意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従ってその効果的な運用

を図らなければならない。 

（財産の処分） 

第２０条 補助事業者は、取得財産等を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、

若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとすると

きは、あらかじめ船橋市移動販売支援事業補助金取得財産等の処分承認申請

書（第１２号様式）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。た

だし、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後、減価償却資産の耐

用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に規定する取得財産

等の耐用年数を経過したときは、この限りでない。 

（補則） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

  



 

第１号様式 

 

船橋市移動販売支援事業補助金交付申請書 

 

年  月  日 

 

船橋市長 あて 

住所又は所在地 

名称 

代表者役職氏名          

連絡担当者 

電話番号 

 

 

下記のとおり船橋市移動販売支援事業を実施したいので、船橋市移動販売支

援事業補助金交付要綱第８条の規定により、補助金の交付を申請します。 

 

記 

 

１ 補助事業に要する経費及び補助金交付申請額 

 ⑴ 補助事業に要する経費                              円 

 ⑵ 補助金交付申請額                 円 

 

２ 補助事業の内容及び補助事業に要する経費の配分 

  別紙「事業計画書」及び「収支予算書」のとおり 

 

３ 補助事業完了予定期日        年   月   日 

 



 

第２号様式 

 

船橋市移動販売支援事業補助金交付決定通知書 

 

号  

年  月  日  

 

              様 

 

 

船 橋 市 長        □印 

 

 

      年  月  日付けで申請のあった船橋市移動販売支援事業補助金

について、下記のとおり決定したので通知します。 

 

記 

 

   

 補助金交付決定額                  円 

 

 

  



 

第３号様式 

 

船橋移動販売支援事業変更等承認申請書 

 

年  月  日 

 

船橋市長 あて 

 

住所又は所在地  

名称 

代表者役職氏名           

連絡担当者 

電話番号 

 

年  月  日付け      号で交付決定のあった橋市移動販売支援事業

補助金に係る補助事業について、下記のとおり変更（中止・廃止）したいので、

船橋市移動販売支援事業補助金交付要綱第１０条の規定により、その承認を申請

します。 

 

記 

１ 変更（中止・廃止）の理由 

 

 

 

２ 変更（中止・廃止）の内容（変更の内容がわかるように具体的に記載するこ

と。） 

 

 

 

３ 中止の期間（廃止の時期） 

 

 

４ 補助事業に要する経費の配分（単位：円） 

総事業費 補助対象経費 市補助額 

変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後 

      



 

第４号様式 

 

船橋市移動販売支援事業変更等承認書 

 

                                                      号 

       年 月 日 

 

 様 

 

 

船 橋 市 長        □印 

 

 

  年 月 日付けで提出のあった船橋市移動販売支援事業変更等承認申請について、下

記のとおり決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 承認する 

    

   補助に要する経費の配分の変更がある場合 

変更後交付決定額                 円 

 

  

 

２ 承認しない 

   理由 

 

 

 



 

第５号様式 

 

船橋市移動販売支援事業実績報告書 

 

年  月  日  

 

 

船橋市長 あて 

 

住所又は所在地 

名称 

代表者役職氏名         ㊞ 

連絡担当者 

電話番号 

 

 

 

年 月 日付け 号で交付決定のあった船橋市移動販売支援事業を完了したので、

船橋市移動販売支援事業補助金交付要綱第１１条の規定により、報告します。 

 

記 

 

 

１ 事業に要した経費及び補助金交付決定額 

 ⑴ 補助事業に要した経費             円 

 ⑵ 補助金交付決定額               円 

 

 

２ 補助事業に要した経費の配分 

別紙「実績報告書」及び「収支決算書」のとおり 

 

３ 補助事業完了期日        年  月  日 

 

 



 

第６号様式 

 

船橋市移動販売支援事業補助金額確定通知書 

 

号  

年  月  日  

 

 

 様 

 

 

船 橋 市 長        □印 

 

 

 

年  月  日付けで実績報告のあった船橋市移動販売支援事業について、下記のとお

り補助金の額を確定したので通知します。 

 

 

 

記 

 

   補助金交付確定額                 円 

 



 

第７号様式 

 

船橋市移動販売支援事業補助金交付請求書 

 

年  月  日 

 

 

船橋市長 あて 

住所又は所在地  

名称 

代表者役職氏名         ㊞ 

連絡担当者 

電話番号 

 

 

年  月  日付け      号で額の確定のあった 船橋市移動販売支援事業補助

金について船橋市移動販売支援事業補助金交付要綱第１３条の規定により、下記のとおり

請求します。 

 

記 

                     

１ 請求金額               円 

 

２ 振込先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

振込先 

銀行・信用金庫   

農協・信用組合         支店 

普通・ 当座 口座番号       

フリガナ  

名義人氏名  



 

第８号様式 

 

船橋市移動販売支援事業補助金概算払請求書 

 

  年  月  日  

 

  船橋市長  あて 

 

所在地   

名称 

代表者役職氏名          ㊞ 

連絡担当者 

電話番号 

 

 

 

      年  月  日付け      号で決定のあった船橋市移動販売支援事業

補助金について、船橋市移動販売支援事業補助金交付要綱第１４条の規定により、下記の

とおり概算払請求します。 

 

 

記 

 

   補助金概算払請求額 

                           円 



 

第９号様式 

船橋市移動販売支援事業補助金概算払精算書 

 

  年  月  日  

 

 

  船橋市長 あて 

 

 

所在地   

名称 

代表者役職氏名             

連絡担当者 

電話番号 

 

 

 概算払を受けた船橋市移動販売支援事業補助金について、船橋市移動販売支援事業補助

金交付要綱第１５条の規定により、下記のとおり精算します。 

 

記 

 

 

戻入(返納)額 金               円 

 

概算払額 金        円 

精算金額 金        円 

差引残額 金        円 

過給(不足)額 金        円 

 

  



 

第１０号様式 

 

船橋市移動販売支援事業補助金交付決定取消通知書 

 

                                                             号      

年 月 日 

 

 様 

 

 

船 橋 市 長        □印 

 

 

年 月 日付けの船橋市移動販売支援事業補助金の交付決定については、下記

理由により取り消しましたので、船橋市移動販売支援事業補助金交付要綱第１６条の規定

により通知します。 

 

記 

 

取り消しの理由 

 



 

第１１号様式 

 

船橋市移動販売支援事業補助金返還 

命令書 

 

号  

年 月 日  

 

 

              様 

 

 

船 橋 市 長        □印 

 

 

船橋市移動販売支援事業補助金交付要綱第１６条の規定により、次のとおり補助金

の返還を命ずる。 

 

 

返還すべき金額                  円 

返還期限         年  月  日まで 

返還を命ずる理由  

返還方法  

交付決定年月日     年 月 日 文書番号 号 

補助年度  

交付決定額                  円 

既交付額 

年  月  日 交付      円 

年  月  日 交付      円 

年  月  日 交付      円 

          計            円 

交付確定額                  円 



 

第１２号様式 

 

船橋市移動販売支援事業補助金取得財産等の処分承認申請書 

 

年  月  日  

 

 

船橋市長 あて 

住所又は所在地 

名称 

代表者役職氏名          

連絡担当者 

電話番号 

 

 

年  月  日付け       号で交付決定のあった船橋市移動販売支援事

業補助金に係る取得財産等を下記のとおり処分することについて、船橋市移動販売支

援事業補助金交付要綱第２０条の規定により、その承認を申請します。 

 

記 

 

１ 取得財産の品目・名称及び取得日 

 

 

 

 

２ 処分の方法 

 

 

 

 

３ 処分の理由 

 

 

 


